
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№７９ 
２０１１／１／５ 

江 戸 川 区 土 木 部  

沿 川 ま ち づ く り 課  

推 進 第 一 係 

ＴＥＬ ５６６８―５８７７  

あけまして、おめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

 新年あけまして、おめでとうございます。 

 本年も引き続きまちづくり事業へのご理解を深めていただけるよう、皆さま

へのきめ細かな対応に尽くしてまいります。 

 今後も、皆さまと一緒に子々孫々に誇れる安全・安心のまちを築くため、事

業を進めていまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 

北小岩一丁目東部地区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ご意見・ご質問はこちらまで  

  沿
えん

川
せん

まちづくり課推進第一係  

北小岩一丁目東部地区まちづくり事務所   ℡ 5668 -5877 
※お電話は平日午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間にお願いします。 

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html 

 

 

第１２回 まちづくり懇談会開催のお知らせ 

懇談会の概要 
 

日時   平成２３年１月２９日（土） 午後７時より（２時間程度を予定） 

会場   小岩アーバンプラザ 集会室第１・２（２階） 

内容   ・将来のまちづくりのルール（地区計画） 

     ・質疑応答、意見交換 等 

      

 

※今回の懇談会への参加につきましては、18 班地区の権利者の方のみとさせていただきます。ご了承ください。 

第１２回まちづくり懇談会を以下とおり開催します。 

今回のまちづくり懇談会では、用途の制限や高さの制限などの地区計画の項目を段階

的に追加した場合、皆さまのまちがどのように変化していくかを将来図（パース）を交

えながら、将来のまちづくりのルール（地区計画）について皆さまと一緒に考えていき

たいと思います。 

お忙しいところ大変恐れ入りますが、隣近所お誘い合わせのうえ、お越しくださいま

すよう、お願いいたします。 

 

今年も引き続きまちづくり事務所に区職員が常駐します 
 昨年の１月１２日(火)より、北小岩のまちづくり事務所に区職員が常駐して一年が経過し

ました。昨年は、事業に関するご質問やご相談等、たくさんの方にまちづくり事務所をご利

用いただき、ありがとうございました。 

今年も引き続き、今まで以上に身近な相談所として、皆さまとお話をさせていただきたい

と考えております。是非、皆さまお気軽にご利用ください。 

●住所：江戸川区北小岩一丁目２０番７号 

●時間：午前８時３０分～午後５時(祝祭日、土日、年末年始を除く) 

※休日、夜間等をご希望の方は、おそれいりますが事前にまちづくり事務所へお電話をお願いします。 

●電話：０３－５６６８－５８７７ 


